
◎食品表示法の一部を改正する法律 
（平成三〇年一二月一四日法律第九七号）   

一、提案理由（平成三〇年一一月一五日・衆議院消費者問題に関する特別委員会） 

○宮腰国務大臣 ただいま議題となりました食品表示法の一部を改正する法律案につき

まして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 

 食品に関する表示は、消費者が食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理

的な食品の選択の機会の確保に関し、重要な役割を果たしております。一方、現在、安

全性にかかわる食品表示法違反となった食品について、食品関連事業者等が自主回収を

行った場合に、これを行政機関が確実に把握する仕組みが食品表示法に設けられており

ません。 

 そこで、安全性にかかわる食品表示法違反事例について、消費者に適切な情報提供を

行うことにより、健康危害を防止するとともに、行政機関による改善指導等を通じた食

品表示法違反の防止を図るため、この法律案を提出した次第です。 

 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、食品関連事業者等は、食品の安全性に関する食品表示基準に従った表示がさ

れていない食品を自主回収するときは、回収に着手した旨及び回収の状況を内閣総理大

臣に届け出なければならないこととしております。 

 第二に、内閣総理大臣は、届出があったときは、その旨を公表しなければならないこ

ととしております。 

 なお、一部の附則規定を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において

政令で定める日から施行することとしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及び概要であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。 

二、衆議院消費者問題に関する特別委員長報告（平成三〇年一一月二二日） 

○土屋品子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、消費者問題に関する特

別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、消費者への適切な情報提供により健康危害等の防止を図る観点から、アレル

ギー物質や消費期限等、食品を摂取する際の安全性にかかわる重要な事項について、食

品表示基準に従った表示がされていない食品を自主回収する食品関連事業者等に、回収

に着手した旨及び回収の状況の届出を義務づけるとともに、届出があったときは、国は、

その旨を公表しなければならないこととするものであります。 

 本案は、去る十一月十五日本委員会に付託され、同日宮腰国務大臣から提案理由の説

明を聴取した後、二十日に質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。昨二十一日採決

を行った結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 



〇附帯決議（平成三〇年一一月二一日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 

一 食品衛生法及び食品表示法違反の食品の自主回収情報を一元的に提供するシステム

を速やかに整備し、本法を可及的速やかに施行するよう努めること。 

二 食品衛生法及び食品表示法違反の食品の自主回収情報を一元的に提供するシステム

を構築するに当たっては、情報を一覧化し、消費者にとって危害性等の種類や情報の

重要度が分かりやすいものとなるよう工夫すること。また、システムの存在や活用方

法について、消費者への普及・啓発に取り組むこと。 

三 安全性に関わる表示事項（アレルゲン、保存方法、消費期限等）の欠落や誤表示な

どは健康危害を引き起こすおそれがあることから、消費者への情報提供の迅速性が求

められていることに鑑み、自主回収の必要性が生じた時点での情報提供の在り方につ

いても検討すること。 

四 事業者が食品表示法違反により自主回収した食品が食品ロスとして廃棄されないよ

うな取組を検討すること。また、食品ロスの削減に向けて一層推進し、必要な措置を

速やかに講ずること。 

五 二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催などにより訪日外国

人旅行者の増加が見込まれることを踏まえ、食品に禁忌のある宗教やベジタリアン等

への配慮も含め、訪日外国人旅行者が理解できるよう、食品表示の方法を検討するこ

と。 

六 食品表示が消費者に十分活用されていない状況に鑑み、食品表示制度の普及、理解

の促進等に向け、消費者教育に一層取り組むこと。 

三、参議院消費者問題に関する特別委員長報告（平成三〇年一二月八日） 

○宮沢洋一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、消費者問題に関する特

別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、食品に関する表示が食品を摂取する際の安全性の確保に関し重要な役割

を果たしていることに鑑み、食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項につ

いて食品表示基準に従った表示がされていない食品を回収する食品関連事業者等に回収

に着手した旨及び回収の状況の届出を義務付ける等の措置を講じようとするものであり

ます。 

 委員会におきましては、自主回収情報の届出を法律上位置付ける意義、消費者に対し

積極的かつ速やかに情報提供するための方策、地方公共団体の事務負担への配慮の必要

性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 



〇附帯決議（平成三〇年一二月五日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一 消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合として内閣府令を

定めるに当たっては、届出を要しない自主回収の範囲を明確に規定し、事業者及び消

費者に分かりやすいものとすること。 

二 食品衛生法又は食品表示法に違反する食品の自主回収情報を一元的に提供するシス

テムを速やかに整備し、本法を可及的速やかに施行するよう努めること。また、本法

施行までの間も、現行の消費者庁リコール情報サイトのメールサービスによる情報配

信の利便性向上及び周知に努めること。 

三 食品衛生法又は食品表示法に違反する食品の自主回収情報を一元的に提供するシス

テムを構築するに当たっては、情報を一覧化し、消費者にとって危害性等の種類や情

報の重要度が分かりやすいものとなるよう工夫すること。また、システムの存在や活

用方法について、事業者及び消費者への普及・啓発に取り組むこと。 

四 安全性に関わる表示事項（アレルゲン、保存方法、消費期限等）の欠落や誤表示な

どは健康危害を引き起こすおそれがあることから、消費者への情報提供の迅速性が求

められていることに鑑み、自主回収の必要性が生じた時点での情報提供の在り方につ

いても検討すること。 

五 事業者が自主回収した食品のうち、食品を摂取する際の安全性に影響がないものに

ついては、支援を必要としている人々に提供するなど、できるだけ食品として活用さ

れるよう取り組むこと。また、食品ロスの削減に向けて必要な措置を速やかに講ずる

こと。 

六 二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催などにより訪日外国

人旅行者の増加が見込まれることを踏まえ、食品に禁忌のある宗教やベジタリアン等

への配慮も含め、訪日外国人旅行者が理解できるよう、食品表示の方法を検討するこ

と。 

七 食品表示が消費者に十分活用されるよう、食品表示制度の普及、理解の促進等に向

け、消費者教育に一層取り組むこと。 

  右決議する。 


